
2 平成18年度における指定医療機関に対する指導及び検査に   

ついて   

指定医療機関に対する個別指導及び検査に当たっては、知事決定や管内福祉事務所  

に対する指導監査等を通じて把握した医療扶助運営上の問題点、指定医療機関ごとの  

医療給付等の傾向等を踏まえ、「都道府県・指定都市・中核市が行う指定医療機関に  

対する個別指導の主眼事項及び着眼点（案）」に基づき実施すること。   

なお、 

又は不当な診療報酬の請求を行った医療機関に対しては、厳正に対処する等医療扶助  

の一層の適正実施に努めるとともに、指導の強化を図るため、医療保険等各制度とり  

連携を図り、不正請求等の疑いに関する情報交換や状況に応じて合同による指導及び  

検査を実施すること。  
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3 平成18年度における指定介護機関に対する指導及び検査に   

ついて   

指定介護機関に対する個別指導及び検査に当たっては、管内福祉事務所に対する  

指導監査等を通じて把握した介護扶助運営上の問題点、指定介護機関ごとの介護給付  

等の傾向等を踏まえ、「都道府県・指定都市・中核市が行う指定介護機関に対する個  

別指導の主眼事項及び着眼点（案）」に基づき実施すること。   

なお、指定介護機関による介護報酬の不正請求等が発生しているので、不正又は不  

当な介護報酬の請求を行った介護機関に対しては、厳正に対処する等介護扶助の一層  

の適正実施に努めるとともに、指導の強化を図るため、生活保護担当部局での開催の  

みならず、介護保険担当部局と連携を図り、生活保護制度についての周知や不正請求  

等の疑いに関する情報交換や状況に応じて合同による指導及び検査を実施すること。  
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4 平成18年度における保護施設に対する指導監査について   

保護施設が健全で安定した運営のもとに、入所者個々の特性に合った適切な入所   

者処遇が確保されるためには、施設に対する都道府県、指定都市及び中核市の指導  

監査の果たす役割は極めて重要である。  

ついては、平成18年度の保護施設の指導監査に当たっては、別紙「保護施設指   

導監査事項」に基づき、特に以下の点に留意の上、実施することとされたい。  

（1）入所者処遇に重点をおいた指導監査の実施  

施設運営の基本は、入所者に対する適切な処遇を確保することにあるので、最低  

基準が確保されていることはもとより、①入所者の意向、希望等を尊重した上で、  

入所者の状況に応じた適切な処遇計画が策定されているかどうか、②処遇計画に沿  

った処遇が行われているかどうか、③処遇計画について適宜必要な見直しが行われ  

ているかどうか、④入所者からの苦情処理に適切に対応しているかどうかに重点を  

おいた指導監査を実施することにより、入所者の自立、自活等への援助に向けた取  

組みが一層推進されるよう指導すること。  

（2）施設運営の適正実施の確保  

入所者処遇を図るための必要な職員の確保のほか、適正な会計事務処理及び内部  

牽制体制の確立、衛生管理や感染症対策の徹底、防災対策の充実強化等について指  

導すること。  

なお、入所者からの預り金を管理している施設については、不祥事防止の観点か  

らその適切な管理についても指導すること。  

また職員の処遇については、有用な人材の確保及びその定着化を図るため、①適  

切な給与水準の確保、②労働時間の短縮等労働条件の改善、③研修等職員の資質向  

上、④福利厚生等の士気高揚策の充実等について指導すること。  
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主眼事項  着  眼  

（5）福利厚生等の  

士気高揚策の充  

実  

福利厚生等の充実に努めているか。   

ア 職員に対するレクリエーション等士気高揚策について配  

慮がなされているか。   

イ 職員の健康管理の増進等に努めているか。  

職員の確保及び定着化について積極的に取り組んでいるか。   

ア 職員の計画的な採用に努めているか。  

また、養成施設に対する働きかけは積極的に行われてい  

るか。   

イ 雇用条件の明示等職員採用の適正化に努めているか。   

り 労働条件の改善等に配慮し、定着促進及び離職防止に努  

めているか。   

エ 福祉人材センター等が行う事業について、その活用に努  

めているか。  

防災対策について、その充実強化に努めているか。  

ア 消防法令に基づくスプリンクラー、屋内消火栓、非常通  

報装置、防災カーテン、寝具等の設備が整備され、また、  

これらの設備について専門業者により定期的に点検が行わ  

れているか。   

イ 非常時の際の連絡・避難体制及び地域の協力体制は、確  

保されているか。   

り 非常食等の予測される物資の把握及び平常時からの相互  

支援関係にある施設、近隣施設等の協力体制について検討  

されているか。   

エ 消火訓練及び避難訓練は、消防機関に消防計画を届出の  

上、それぞれの施設ごとに定められた回数以上適切に実施  

され、そのうち1回は夜間訓練又は夜間を想定した訓練が  

実施されているか。  

（6）職員の確保及  

び定着化  

3．防災対策の充実  

強化  
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5 平成18年度における社会福祉法人の指導監督について   

近年、福祉需要の高まりに呼応し、社会福祉法人の数が増加傾向にあるが、一方で、  

社会福祉法人の運営にかかわる不祥事も後を絶たない状況にある。  

社会福祉法人の適正な運営を確保するためには、日常的な情報収集を行うとともに、   

指導監査において法人審査基準等の関係法令等の遵守状況や法人の運営状況の実態を  

的確に把握し、違反事項の指摘のみにとどまらず、関係法令等の趣旨を踏まえた指導   

等を行うことが極めて重要である。  

ついては、平成18年度における社会福祉法人の指導監査に当たっては、法人の運   

営状況を十分把握し、上記の点を基本にして、次の事項に留意の上、実施することと   

されたい。  

（1）指摘事項に対する改善が講じられない社会福祉法人に対する指導について  

社会福祉法人の指導監査等において見受けられた不適切事例については、継続的   

な指導を行う中で法人の自主的な改善を求めることが原則であるが、指導に対する   

是正改善が図られない場合には、各都道府県・市において、指摘事項の改善ができ  

ない理由及びその原因を究明し、改善を図るためにどのような取組を図るべきか等   

について連絡魂整会議を活用する等組織的に対応することにより適切な指導の徹底   

に努められたい。  

なお、度重なる指導にもかかわらず改善されない場合には、社会福祉法第56条  

第2項以降の改善命令や業務停止命令等を適用するなど、法人に対し厳正な対応に  

努められたい。  

また、指導監査後においては、法人指導改善状況管理台帳等により是正改善状況  

を的確に把握し、次回指導監査時に是正改善状況についての確認を行うなど、指導  

監査の継続的かつ効果的な実施に取り組まれたい。  

（2）不祥事の未然防止について  

最近、社会福祉法人にかかる不祥事が散見されている。 特に、理事長等一部役員  

による法人資金の不正流用、施設長や経理事務担当者による着服などの不祥事が発  

ー50－   



生しており、中には刑事事件につながる事例も見受けられる。   

これらを未然に防ぐためには、指導監査時において、会計諸帳簿と証ひょう書類  

の照合等を行うことにより、いわゆる二重帳簿の作成又は証ひょう書類の改ざんな  

どによる運営費の不正使用を防止するとともに、理事会機能の強化や会計経理事務  

に係る内部牽制体制の確立について指導する必要がある。   

万一、不祥事が発生した場合は、一般監査にとどまらず、改善が図られるまで重  

点的かつ継続的に特別監査を実施し、さらに、法令違反などが明らかになった場合  

は、社会福祉法第56条第2項以降の改善命令や業務停止命令等も検討の上、適切  

な改善措置を速やかに実施する必要がある。   

なお、このような事案が生じた場合は、これまでの指導経過等も含めて、速やか  

に地方厚生局あて報告願いたい。  
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